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鳥
取
県
東
部
広
域
行
政
管
理
組
合

廃
棄
物
等
審
議
会
委
員
の
募
集

自
筆
証
書
遺
言
書
保
管
制
度

～
あ
な
た
が
作
成
さ
れ
た
遺
言

　
書
を
法
務
局
が
保
管
し
ま
す
～

　

廃
棄
物
の
処
理
及
び
再
利
用
並
び

に
本
組
合
が
設
置
す
る
公
の
施
設
の

管
理
運
営
に
関
す
る
基
本
的
事
項
に

つ
い
て
審
議
し
ま
す
。

任
期　

委
嘱
の
日
か
ら
２
年
間

会
議
の
開
催　

年
３
回
程
度

募
集
条
件

　

鳥
取
県
東
部
地
域
在
住
の
20
歳
以

　

上
（
令
和
３
年
４
月
１
日
現
在
）

　

法
務
局
で
は
、
自
筆
の
遺
言
書
を

　

本
町
で
は
、
共
助
に
よ
る
地
域
除

雪
の
普
及
・
定
着
を
図
る
た
め
、
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
組
織
（
集
落
・
地
区
振

興
協
議
会
等
）
に
対
す
る
支
援
と
し

て
、
小
型
歩
道
除
雪
機
の
貸
与
を

行
っ
て
い
ま
す
。

　

令
和
３
年
度
に
つ
い
て
も
左
記
の

と
お
り
支
援
を
行
い
ま
す
。

支
援
内
容

　

本
町
の
除
雪
路
線
と
な
っ
て
い
な

　

い
生
活
道
や
通
学
路
、
高
齢
者
の

　

家
庭
等
の
除
雪
を
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

　

で
取
り
組
む
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
組
織

　

等
に
対
し
、
小
型
歩
道
除
雪
機
を

　

無
償
で
貸
与
し
ま
す
。

貸
与
す
る
除
雪
機

　

２
台（
原
則
１
組
織
に
つ
き
１
台
）

貸
与
時
期　

令
和
３
年
11
月
頃

維
持
管
理　

　

申
請
集
落
・
申
請
団
体

申
請
期
限

　

令
和
３
年
７
月
30
日
（
金
）

　
　
　
　
　
　
　
　

午
後
５
時
ま
で 

　
　
　
　
　
　
　

地
域
整
備
課
必
着

審
査
・
決
定

　

本
町
が
申
請
内
容
を
審
査
し
、
貸

　

与
組
織
（
集
落
・
団
体
）
を
決
定

　

し
ま
す
。

　

貸
与
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、
申

請
に
必
要
な
書
類
等
を
お
渡
し
し
ま

す
の
で
、
役
場
地
域
整
備
課
ま
で
お

越
し
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
先
】

　

役
場
地
域
整
備
課　

柴
田

　
　
　
　
　
　
　

☎
75
ー
４
１
１
３

小
型
歩
道
除
雪
機
を

　
　
　
　
無
償
貸
与
し
ま
す

　

で
、
平
日
開
催
の
会
議
に
出
席
で

　

き
る
人

報
酬　

７
千
円（
出
席
１
回
に
つ
き
）

募
集
人
数　

３
人
程
度

募
集
方
法

　

７
月
28
日
（
水
）
必
着
で
、
応
募 

　

理
由
を
４
０
０
字
程
度
に
ま
と
め
、

　

住
所
・
氏
名
・
生
年
月
日
・
職
業
・

　

電
話
番
号
を
明
記
の
う
え
、持
参
・

　

フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
・
郵
送
・
電
子
メ
ー

　

ル
の
い
ず
れ
か
で
問
合
せ
先
ま
で

※
書
類
選
考
の
う
え
、
応
募
者
に
選

考
結
果
を
通
知

【
問
合
せ
先
】

　

鳥
取
県
東
部
広
域
行
政
管
理
組
合

　

事
務
局
福
祉
環
境
課

　
　
　

（
鳥
取
市
鍛
冶
町
１
８
―
２
）

　
☎
　
０
８
５
７
ー
26
ー
０
５
３
２

F
A
X
０
８
５
７
ー
29
ー
２
７
５
９

保
管
す
る
サ
ー

ビ
ス
を
行
っ
て

い
ま
す
。
法
務

局
に
遺
言
書
を

預
け
て
い
た
だ

く
こ
と
に
よ

り
、
大
切
な
遺

言
書
の
紛
失
や
改
ざ
ん
を
防
止
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
大
切
な
財
産
を

ご
家
族
等
に
確
実
に
託
す
方
法
の
ひ

と
つ
と
し
て
、
本
制
度
を
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

　

遺
言
書
保
管
申
請
の
方
法
に
つ
い

て
は
、
法
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

確
認
い
た
だ
く
か
、
鳥
取
地
方
法
務

局
供
託
課
ま
で
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
先
】

　

鳥
取
地
方
法
務
局
供
託
課

　
　
☎
０
８
５
７
ー
22
ー
２
２
８
７

▲遺言書保管制度

について法務省公式 HP
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